
議案第１２７号 

 

山陽小野田市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

山陽小野田市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 平成２８年１２月６日提出 

 

山陽小野田市長 白 井 博 文   

 

  山陽小野田市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

山陽小野田市水道事業給水条例（平成１７年山陽小野田市条例第１９５号）

の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「４種類」を「３種類」に改め、同項第２号を削り、同項第

３号を同項第２号とし、同項第４号を同項第３号とする。 

第１３条第２項中「前項」を｢前２項｣に改め、同項を同条第３項とし、同条

第１項の次に次の１項を加える。 

２ 管理者は、別に定める条件に該当する水道の使用者と、個別に給水契約（以

下「特定給水契約」という。）を締結することができる。 

第１６条中「給水使用者」を「水道の使用者」に改める。 

第１７条の見出しを「（給水装置の指定及び変更）」に改め、同条第１項中「用

途」を「給水用途」に、「を指定する」を「の指定及び変更を求める」に改め、

同条に次の１項を加える。 

４ 管理者は、使用水量が特定計量器検定検査規則（平成５年経済産業省令第

７０号）に基づき別に定める適正使用流量範囲を常に超えている給水装置の

所有者若しくは管理人又は水道の使用者に対して、メーターの口径の増径を

求め、指示することができる。 

第１８条中「給水使用者」を「水道の使用者」に改める。 

 第２１条に次の１項を加える。 

２ 特定給水契約を締結した水道の使用者の使用水量は、前項に規定する使用

水量とする。ただし、特定給水契約で締結した水量（以下「契約水量」とい



う。）を下回ったときは、契約水量を使用したものとみなす。 

第２４条第１項第２号中「用途」を「給水用途」に改める。 

第２９条を次のように改める。 

（水道料金） 

第２９条 水道料金は、給水用途又はメーターの口径に応じ、別表に定めた額

に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）の規定により定められた率を乗じて得た額（以下「消費税額及び

地方消費税額」という。）を加えた額（１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた額）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる水道料金は、それぞれの定めにより

算出した額に、消費税額及び地方消費税額を加えた額（１円未満の端数があ

るときは、その端数金額を切り捨てた額）とする。 

(1) 消防演習のために消火栓（私設消火栓を除く。）を使用した場合の水道 

料金は、１回５分ごとに１００円とする。 

(2) 特定給水契約の１か月の水道料金は、次のとおりとする。 

ア 契約水量５，０００立方メートルのときは、メーターの口径に応じ、

別表に定めた額から５，０００立方メートルに対する従量料金に３パー

セントを乗じて得た金額を減じた額（１円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てた額）とする。 

イ 契約水量３，０００立方メートルのときは、メーターの口径に応じ、

別表に定めた額から３，０００立方メートルに対する従量料金に２パー

セントを乗じて得た金額を減じた額（１円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てた額）とする。 

ウ 契約水量１，０００立方メートルのときは、メーターの口径に応じ、

別表に定めた額から１，０００立方メートルに対する従量料金に１．５

パーセントを乗じて得た金額を減じた額（１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた額）とする。 

 第３２条第３項中「用途」を「給水用途」に改める。 

 第３３条第１項中「若しくは集金」を削る。 

 第３４条中「用途」を「給水用途」に改める。 



第３５条第１項を次のように改める。 

給水装置を新設し、又はメーターの口径を増径しようとする者は、次の表

に定める額に消費税額及び地方消費税額を加えた額（１円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨てた額）を加入金として納入しなければなら

ない。この場合において、メーターの口径を増径しようとする者が納入すべ

き加入金の額は、新口径に係る加入金の額と、旧口径に係る加入金の額との

差額に相当する額とする。 

メーター口径 加入金 

１３ミリメートル ３３，０００円 

２０ミリメートル ４４，０００円 

２５ミリメートル ７２，０００円 

４０ミリメートル ２２０，０００円 

５０ミリメートル ３８５，０００円 

７５ミリメートル ９９０，０００円 

１００ミリメートル １，７６０，０００円 

１５０ミリメートル ４，７３０，０００円 

２００ミリメートル ８，８００，０００円 

第４０条第１項第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同項第５号

とし、同項第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 第１７条第４項の規定により、メーターの口径の増径を求め、指示をし

てもなおこれを改めないとき。 

別表を次のように改める。 

別表（第２９条関係） 

水道料金表 

給水用途 メーター口径 基本料金 

（１か月につき） 

従量料金 

（１か月につき） 

一般用 １３ミリメート

ル 

４立方メートル

まで 

１，１９８円 

４立方メートル（基本水

量）を超え５０立方メー

トルまでのもの 



   １立方メートルにつき

１３０円 

５０立方メートルを超え

３００立方メートルまで

のもの 

 １立方メートルにつき

１９５円 

３００立方メートルを超

えるもの 

 １立方メートルにつき 

２１０円 

２０ミリメート

ル 

４立方メートル

まで 

１，６９８円 

２５ミリメート

ル 

２，８２０円 ５０立方メートルまでの

もの 

１立方メートルにつき

１３０円 

５０立方メートルを超え 

３００立方メートルまで

のもの 

１立方メートルにつき

１９５円 

３００立方メートルを超

えるもの 

１立方メートルにつき

２１０円 

４０ミリメート

ル 

１１，８６６円 

５０ミリメート

ル 

２０，１６２円 

７５ミリメート

ル 

４６，５２０円 

１００ミリメー

トル 

１０５，９７０円 

 １５０ミリメー

トル 

２８１，９４２円 

２００ミリメー

トル 

５６０，７００円 

臨時用 ― ― １立方メートルにつき 

４５０円 

船舶用 ― ― １立方メートルにつき 

３８０円 



   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の山陽小野田市水道事業給水条例第２９条の規定は、平成２９年４

月１日以後の検針分から適用し、同日前に検針した使用水量に係る水道料金

については、なお従前の例による。 
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議案第１２７号参考資料 

山陽小野田市水道事業給水条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（給水用途の種類） （給水用途の種類） 

第４条 給水用途は、次の３種類とする。 第４条 給水用途は、次の４種類とする。 

(1) （略）  (1) （略）  

 (2) 洗湯用 

(2) （略） (3) （略） 

(3) （略） (4) （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（給水契約の申込み） （給水契約の申込み） 

第１３条 （略） 第１３条 （略） 

２ 管理者は、別に定める条件に該当する水道の使用者と、個

別に給水契約（以下「特定給水契約」という。）を締結する

ことができる。 

 

３ 管理者は、正当な理由があるときは、前２項の申し込みを

拒むことができる。 

２ 管理者は、正当な理由があるときは、前項の申し込みを拒

むことができる。 

  

（販売及び濫用等の禁止） （販売及び濫用等の禁止） 

第１６条 水道の使用者は、給水を他人に分与し、販売し、又

は濫用してはならない。 

第１６条 給水使用者は、給水を他人に分与し、販売し、又は

濫用してはならない。 
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（給水装置の指定及び変更） （給水装置） 

第１７条 管理者は、使用水量、給水用途その他の実情により

特に必要があると認めたときは、給水装置の指定及び変更を

求めることができる。 

第１７条 管理者は、使用水量、用途その他の実情により特に

必要があると認めたときは、給水装置を指定することができ

る。 

２・３ （略） ２・３ （略）  

４ 管理者は、使用水量が特定計量器検定検査規則（平成５年

経済産業省令第７０号）に基づき別に定める適正使用流量範

囲を常に超えている給水装置の所有者若しくは管理人又は水

道の使用者に対して、メーターの口径の増径を求め、指示す

ることができる。 

 

（給水用途変更の手続） （給水用途変更の手続） 

第１８条 水道の使用者が給水用途を変更しようとするとき

は、管理者の承認を受けなければならない。この場合におい

て、承認を受けようとする者が給水装置の所有者でないとき

は、その所有者又は代理人の承諾を受けなければならない。 

第１８条 給水使用者が給水用途を変更しようとするときは、

管理者の承認を受けなければならない。この場合において、

承認を受けようとする者が給水装置の所有者でないときは、

その所有者又は代理人の承諾を受けなければならない。 

  

（使用水量の計量） （使用水量の計量） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ 特定給水契約を締結した水道の使用者の使用水量は、前項

に規定する使用水量とする。ただし、特定給水契約で締結し

た水量（以下「契約水量」という。）を下回ったときは、契

約水量を使用したものとみなす。 

 

  

（水道使用者等の届出義務） （水道使用者等の届出義務） 
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第２４条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当すると

きは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。 

第２４条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当すると

きは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 給水用途を変更するとき。 (2) 用途を変更するとき。 

(3) （略） (3) （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（水道料金） （水道料金） 

第２９条 水道料金は、給水用途又はメーターの口径に応じ、

別表に定めた額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及

び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定により定め

られた率を乗じて得た額（以下「消費税額及び地方消費税額」

という。）を加えた額（１円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てた額）とする。 

第２９条 水道料金は、別表及び次項に定めた額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる水道料金は、それぞ

れの定めにより算出した額に、消費税額及び地方消費税額を

加えた額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てた額）とする。 

２ 次に掲げる水道料金は、それぞれの定めにより算出した額

（その額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てる。）とする。 

(1) 消防演習のために消火栓（私設消火栓を除く。）を使用し

た場合の水道料金は、１回５分ごとに１００円とする。 
(1) 消防演習のために消火栓（私設消火栓を除く。）を使用

した場合の水道料金は、１回５分ごとに１０８円とする。 

(2) 特定給水契約の１か月の水道料金は、次のとおりとする。 

ア 契約水量５，０００立方メートルのときは、メーター

の口径に応じ、別表に定めた額から５，０００立方メー

トルに対する従量料金に３パーセントを乗じて得た金額

(2) 一定の使用水量を超えて使用する水道の使用者は、管理

者が特別に認めた場合に限り、別に定める規定により受水

することができるものとする。この場合の水道料金は、１

か月の契約水量のうち、１万５，０００立方メートル以下
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を減じた額（１円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた額）とする。 

イ 契約水量３，０００立方メートルのときは、メーター

の口径に応じ、別表に定めた額から３，０００立方メー

トルに対する従量料金に２パーセントを乗じて得た金額

を減じた額（１円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた額）とする。 

ウ 契約水量１，０００立方メートルのときは、メーター

の口径に応じ、別表に定めた額から１，０００立方メー

トルに対する従量料金に１．５パーセントを乗じて得た

金額を減じた額（１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた額）とする。 

の水量については別表に定める水道料金を適用し、１万

５，０００立方メートルを超える水量については１立方

メートルにつき１１８．８円とする。 

  

（特別な場合における水道料金の算定） （特別な場合における水道料金の算定） 

第３２条 （略） 第３２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 月の中途において給水用途を変更したときの水道料金は、

次のとおりとする。 

３ 月の中途において用途を変更したときの水道料金は、次の

とおりとする。 

(1) 変更のあった日から使用日数が１６日以上のときは、変

更後の給水用途により１か月分として算定する。 

(1) 変更のあった日から使用日数が１６日以上のときは、変

更後の用途により１か月分として算定する。 

(2) 変更のあった日から使用日数が１５日以下のときは、変

更前の給水用途により１か月分として算定する。 

(2) 変更のあった日から使用日数が１５日以下のときは、変

更前の用途により１か月分として算定する。 

４ （略） ４ （略） 

（水道料金の徴収方法及び納期） （水道料金の徴収方法及び納期） 
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第３３条 水道料金は、納入通知書又は口座振替の方法により、

２か月分まとめて徴収する。ただし、特別な場合における水

道料金は、随時徴収する。 

第３３条 水道料金は、納入通知書又は口座振替若しくは集金

の方法により、２か月分まとめて徴収する。ただし、特別な

場合における水道料金は、随時徴収する。 

２ （略） ２ （略） 

（非常の場合に使用した水道料金） （非常の場合に使用した水道料金） 

第３４条 第２０条の規定により使用した水道料金は、管理者

の認定した給水用途及び使用水量によって定める。 

第３４条 第２０条の規定により使用した水道料金は、管理者

の認定した用途及び使用水量によって定める。 

（加入金） （加入金） 

第３５条 給水装置を新設し、又はメーターの口径を増径しよ

うとする者は、次の表に定める額に消費税額及び地方消費税

額を加えた額（１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てた額）を加入金として納入しなければならない。

この場合において、メーターの口径を増径しようとする者が

納入すべき加入金の額は、新口径に係る加入金の額と、旧口

径に係る加入金の額との差額に相当する額とする。 

第３５条 給水装置を新設し、又はメーターの口径を増径しよ

うとする者は、次の表に定める額を加入金として納入しなけ

ればならない。この場合において、メーターの口径を増径し

ようとする者が納入すべき加入金の額は、新口径に係る加入

金の額と、旧口径に係る加入金の額との差額に相当する額と

する。 

メーター口径 加入金 

１３ミリメートル ３３，０００円 

２０ミリメートル ４４，０００円 

２５ミリメートル ７２，０００円 

４０ミリメートル ２２０，０００円 

５０ミリメートル ３８５，０００円 

７５ミリメートル ９９０，０００円 

１００ミリメートル １，７６０，０００円 

１５０ミリメートル ４，７３０，０００円 

メーター口径 加入金 

１３ミリメートル ３５，６４０円 

２０ミリメートル ４７，５２０円 

２５ミリメートル ７７，７６０円 

４０ミリメートル ２３７，６００円 

５０ミリメートル ４１５，８００円 

７５ミリメートル １，０６９，２００円 

１００ミリメートル １，９００，８００円 

１５０ミリメートル ５，１０８，４００円 
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２００ミリメートル ８，８００，０００円 
 

２００ミリメートル ９，５０４，０００円 
 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（給水の停止） （給水の停止） 

第４０条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、

水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止す

ることができる。 

第４０条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、

水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止す

ることができる。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 第１７条第４項の規定により、メーターの口径の増径を

求め、指示してもなおこれを改めないとき。 

 

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例及びこの条例に基

づく規程に違反したとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、この条例及びこの条例に基

づく規程に違反したとき。 

  

別表（第２９条関係） 別表（第２９条関係） 

水道料金表 水道料金表 

給水用

途 

メーター口径 基本料金 

（１か月につき） 

従量料金 

（１か月につき） 

一般用 １３ミリメー

トル 

４立方メートル

まで 

１，１９８円 

４立方メートル（基

本水量）を超え５０

立方メートルまで

のもの 

１立方メートル

につき 

１３０円 

給水用

途 

メーター口径 基本料金 

（１箇月につき） 

従量料金 

（１箇月につき） 

一般用 １３ミリメー

トル 

７立方メートル

まで 

１，１６６．４円 

７立方メートル（基

本水量）を超えるも

の 

１立方メートル

につき 

１２９．６円 



- 7 - 

 

２０ミリメー

トル 

４立方メートル

まで 

１，６９８円 

５０立方メートル

を超え３００立方

メートルまでのも

の 

１立方メートル

につき 

１９５円 

３００立方メート

ルを超えるもの 

１立方メートル

につき 

２１０円 

２５ミリメー

トル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２，８２０円 ５０立方メートル

までのもの 

１立方メートル

につき 

１３０円 

５０立方メートル

を超え３００立方

メートルまでのも

の 

１立方メートル

につき 

１９５円 

３００立方メート４０ミリメー １１，８６６円 

２０ミリメー

トル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７立方メートル

まで 

１，７９２．８円 

２５ミリメー

トル 

７立方メートル

まで 

２，３７６円 

７立方メートル（基

本水量）を超え２０

立方メートルまで

のもの 

１立方メートル

につき 

１７２．８円 

２０立方メートル

を超えるもの 

１立方メートル

につき 

２２１．４円 

４０ミリメー １０，１５２円 １００立方メート
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トル ルを超えるもの 

１立方メートル

につき 

２１０円 

５０ミリメー

トル 

２０，１６２円 

７５ミリメー

トル 

４６，５２０円 

１００ミリ

メートル 

１０５，９７０円 

１５０ミリ

メートル 

２８１，９４２円 

２００ミリ

メートル 

５６０，７００円 

臨時用 ― ― １立方メートルに

つき 

４５０円 

船舶用 ― ― １立方メートルに

つき 

３８０円 

トル ル以下のもの 

１立方メートル

につき 

１９４．４円 

１００立方メート

ルを超え３００立

方メートルまでの

もの 

１立方メートル

につき 

２１０．６円 

３００立方メート

ルを超えるもの 

１立方メートル

につき 

２２６．８円 

５０ミリメー

トル 

１７，２８０円 

７５ミリメー

トル 

３９，９６０円 

１００ミリ

メートル 

９０，７７４円 

１５０ミリ

メートル 

２４０，８４０円 

２００ミリ

メートル 

４８０，６００円 

洗湯用 ― ― １立方メートルに

つき 

７５．６円 

臨時用 ― ― １立方メートルに

つき 

４８６円 

船舶用 ― ― １立方メートルに

つき 

４１０．４円 
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 注 水道料金は、上記の表により算出した額（その額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。）

とする。 

 
 




















































